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福岡、昭52不38、昭54.12.21 

 

命 令 書 

 

 申立人  総評全日本造船機械労働組合三菱重工支部福岡工作分会 

 

 被申立人 三菱重工業株式会社 

 

主  文 

１ 被申立人会社は、申立人分会員について、職群等級は昭和52年５月１日付、本給は同年４

月１日付で下記記載のそれぞれの職詳等級及び本給を下回らない範囲で是正し、これにより

同人らが受けるべき賃金と既に支給した賃金との差額を支払わなければならない。 

記 

 分 会 員 氏 名  是正すべき職群等級 是正すべき本給月額 

Ａ１ 監督１級若しくは特技１級 57,710円 

Ａ２ 監督１級若しくは特技１級 63,250円 

Ａ３ ― 57,213円 

Ａ４ ― 57,213円 

Ａ５ 技能５級 57,213円 

Ａ６ 技能５級 55,063円 

Ａ７ 監督１級若しくは特技１級 55,180円 

Ａ８ 技能５級 ― 

Ａ９ 技能５級 ― 

Ａ10 技能５級 ― 

Ａ11 技能５級 43,850円 

Ａ12 技能４級 38,584円 
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２ 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者 

(1) 被申立人 三菱重工業株式会社（以下「会社」という。）は、船舶原動機、航空機、工

作機械等の製造修理を業とするもので、肩書地（編注、東京都千代田区）に本社を置く

ほか全国各地に12事業所を有し、従業員数は約75,000名を擁している。 

  本件の発生した会社福岡油圧機器部（以下「福工」という。）は、会社の一事業所であ

る長崎造船所に属していたが、機構改革により昭和54年４月１日以降、会社下関造船所

に属している。 

(2) 申立人 総評全日本造船機械労働組合三菱重工支部福岡工作分会（以下「分会」又は

「福工分会」という。）は、全日本造船機械労働組合の支部組織として会社従業員により

結成されている三菱重工支部（以下「支部」という。）の末端組合であり、現在の分会員

数は13名である。 

  なお、福工には、昭和40年12月から全造船を脱退した組合員により結成された造船重

機労連三菱重工労働組合（以下「重工労組」という。）長崎造船支部の組合員が併存して

おり、その数は166名である。 

２ 組合分裂の経緯 

(1) 昭和39年６月１日をもって、いわゆる三菱三重工の合併が行われ、新しく発足した会

社は、合併に伴う生産力の集中統合等の合理化をはかるべく、昭和40年９月、支部に対

して経費節減、従業員の配転出向等を内容とする合理化案を提案し、支部はこれら合理

化案に基本的に反対の立場をとったが、当時併存した他の３労組はこれを基本的に受け

いれる方針であった。 

(2) 当時会社内にあった上記４労組の合併問題と会社の合理化案に対する対応方針の相違

も絡んで、昭和40年12月、支部長崎造船分会の組合合併推進派が約1,000名の組合員を結
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集して現在の重工労組長崎造船支部の母体となる分裂組合を結成した。これに呼応する

ように各分会で分裂が続発し、福工分会においても数日後分裂組合が結成されたが、こ

れら支部からの脱退を側面から支援するかのように会社職制による支部に対する介入行

為が各所で行われた。 

(3) 会社では合併以前から中間職制に対する研修会において、労働組合対策のための教育

が施され、そのなかで「左翼からの放射能を排除」することの必要性が説かれ、また「民

青同」や「社青同」対策などを内容とする講座に、後に支部分裂の中心的役割をはたし

た従業員を参加させていた。さらに、昭和40年１月に出された会社長崎造船所勤労部長

による「本年度勤労重点施策」には「課・工場の体質改善」を掲げ、このため「従業員

の思想的色分けを行う。」、「監督者層、健全分子を中心に健全勢力の伸長を図る。」、「左

派に対する個別対策を推進する。」などの労務政策が取りあげられていた。 

３ 和解協定（昭和45年１月30日付）に至る経緯 

(1) 先の福工分会の分裂後、会社と同分会の関係は極度に悪化し、労使紛争が頻発して当

委員会や裁判所等にそれらが係属することとなった。すなわち、分会教宜文の内容をめ

ぐる分会三役処分（福岡労委昭和41年（不）第31号）、同処分の当委員会救済命令に対す

る行政訴訟（福岡地裁昭和42年（行ウ）第10号）、同訴訟の会社敗訴を不服とする控訴事

件（福岡高裁昭和43年（行コ）第10号）、福工組合員に対する残業差別（福岡労委昭和41

年（不）第51号 － 救済命令確定）、奨励金に関する査定差別、分会三役処分、会社施

設・掲示板の便宜供与等（福岡労委昭和42年（不）第12号）、昭和42年度昇給差別、配転

等（福岡労委昭和43年（不）第８号）、支部から提訴した残業差別に対する損害賠償（東

京地裁昭和43年（ワ）第3750号）、分会事務所電話切断（福岡労委昭和43年（不）第37

号）、昭和43年度昇給差別（福岡労委昭和43年（不）第51号）ほか数件である。 

(2) 当委員会は、福岡労委昭和42年（不）第12号事件審査の過程で昭和44年２月７日、同

事件の和解による解決を当事者に勧告し、その作業を進めていたが、同年６月25日、当

委員会係属事件のみならず、裁判所に係属する一切の紛争をこの際一括して和解解決す

るよう改めて勧告し、以後通算14回に及ぶ調整作業を行った結果、いくたの曲折を経て
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以下の条項を主内容とする和解が成立した。 

① 会社は、昭和41年７月26日、昭和41年９月21日及び昭和42年２月６日付の組合員に

対する処分を取消す。 

  ただし、組合及び組合員は、右取消しに基づく原状の回復を一切請求しない。なお、

会社はこの取消された処分を理由に今後あらたに不利益な取扱いをしない。 

② 奨励金、昇給査定、残業並びに配置転換等の問題に関し紛議があったことは極めて

遺憾なことであり、今後これらの問題については厳正公平に取扱うとともに、労使の

信頼関係改善について双方努力する。 

③ 施設利用については労使双方誠意をもって協議する。 

④ 和解協定書第４号及び第５号の取下げ手続完了後、会社は遅滞なく組合に対し和解

金として金一封を支払う。 

  ただし、このことによって労使間の紛争は解決するものとし、当事者は和解当日以

前に生じた事案を原因としては今後一切争わない。 

(3) 上記和解条項を当事者双方が合意する過程において、②項に関する当委員会原案は「奨

励金、昇給査定並びに配置転換等の問題に関し紛議があったことは極めて遺憾なことで

あり、今後これらの回復
．．

について厳正公平に取扱うことにより労使関係の信頼関係改善

に努めること。」となっていたのであるが、特に会社は「これらの回復
．．

について」という

表現に異議を述べたので、結局「これらの問題
．．

について」と変更されたこと及び「信頼

関係改善について双方
．．

努力する。」と「双方」の文言が挿入されたいきさつのあったこと

が認められる。 

  なお、会社から上記④の和解金として支払われた「金一封」の額は250万円であった。 

４ 和解協定の履行をめぐる交渉経過と当委員会の関与 

(1) 前記和解協定締結後福工分会は、「奨励金等の取扱いが厳正公平に行われているとは判

断できない」ことを含め和解協定の履行につき協議したいとして昭和45年３月６日付で

会社に申し入れたが、実現に至らず、その後も文書や口頭で同様の申し入れが再三なさ

れた結果、同年５月11日から、８月22日までの間４回にわたって協議が行われた。 
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 このなかで会社は和解の前後をとわず成績査定は厳正公平に行っていると主張し、両者

の見解は平行線に終始した。 

(2) 福工分会は昭和46年２月９日付文書により、当委員会に対し「和解協定の内容が大部

分において履行されず、１年を経過した今日、会社にはその意志がないものと判断せざ

るを得ない。」として同協定の即時実施の勧告をなすよう申し入れた。 

  当委員会は同年３月23日、双方を招いて事情を聴取したが、会社は「すべて履行済み

であり、和解金も支払っている」旨釈明した。しかしながら、当委員会は「当事者双方

が和解協定書をとり交わした事実に立脚して誠意をもって自主的に交渉を行い、本問題

の打開に努力するよう」要望するとともに、すみやかに福工分会執行委員全員と会社が

交渉を開始するよう勧告し、双方これを受諾した。 

(3) 上記交渉は昭和46年３月26日から福工分会の提示した12項目の議題にそって行われ、

昭和47年４月24日までの間、その回数は19回に及んだ。このなかで分会は、「成績系数の

査定に差別があるので資料を示して説明するよう」求めたが、会社は「成績査定は公平

に行っている。」、「成績は個々人の問題であり、この場で取りあげるつもりはない。課長

に尋ねてくれば説明する。」といった態度に終始し、資料の提示も拒否したため、この間

の交渉は問題の核心に至ることなく経過した。 

(4) 福工分会は、再度和解協定の履行勧告を求めたので、当委員会は、昭和47年５月19日、

会社に交渉の続行を要請し、同年６月７日の交渉にはその促進をはかるべく担当審査委

員が立会して行わせた。その後も、昭和48年３月16日までの間、延12回にわたって交渉

が続行されたが何らの進展もみられなかった。 

(5) 昭和48年４月１日、支部と会社間の労働協約が失効したことを理由に会社は交渉を時

間外に行う旨分会に通告したため、分会は同年７月21日「団交開催」を申請事項とする

あっせんの申請をなし、以後本件はあっせん事件として当委員会による調整作業が進め

られ、併せて自主交渉も続行されたが、双方のマンネリ化した交渉態度のもとで、解決

の糸口をつかめないまま、結局分会による本件審査事件の申請に至ったものである。 

(6) 和解協定履行をめぐる交渉が上記のように推移していた間において、昭和48年４月１
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日労働協約が失効したことを理由に会社が組合費控除、組合事務所貸与、組合掲示板利

用、構内郵便利用、電話使用等の便宜供与を中止する旨、支部及び分会に通告したため、

支部は東京都地労委にこれを不当労働行為とする申立てを行い、同地労委はこれに対す

る救済命令を発した。また、分会は当委員会に対するあっせん申請をなしたのに続いて

福岡地裁への仮処分申請を行い、同地裁が分会の主張を認容する決定を出すなどの事件

を含め本件労使間ではその他諸々の紛争がくり返されたが、組合分裂以来10数名にまで

落ち込んだ分会組合員らは結束してこれらの諸闘争に取り組んでいた。 

５ 新従業員制度について 

(1) 合併前における会社の人事制度は、職員、工員を中心にして、これに雇員、傭いを含

めた資格区分によって運営されていたが、昭和31年、支部から社員制度一本化の要求が

なされて以来、諸々の経緯を経て、三重工合併後の昭和40年、会社による新従業員制度

の骨子が示された。その後、支部及び重工労組との協議が重ねられて、支部との間では

昭和44年10月25日協定書が交わされ、同年11月１日から全社的に実施された。 

  上記協定書締結に伴い、会社事業所と分会間で説明ないし協議さるべき細部事項につ

いて福工では何らこれがなされず、新制度移行に伴う等級あてはめ等にも問題があると

して、福工分会は昭和44年10月30日以降再三にわたって長崎造船所長に対し説明・協議

の場を求めたが同分会の満足する回答はえられないまま推移した。 

(2) 新従業員制度の概要は以下のとおりである。 

① 従業員の各職務を分析・評価して、その種類内容にみられる特徴的性質により、下

記第１表のとおり７職群に分類し、各職群の職務遂行能力に応じた等級区分が設けら

れた。 
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（第１表） 

職  群 等          級 

管 理 職 群    １～６級 

特別専門職群    １～６級 

監 督 職 群 
１級 

(副作業長) 
２級 

(作業長)  

技 能 職 群 １級 ２級 ３級 ４級 ５級  

事務技術職群 １級 ２級 ３級 ４級 ５級  

特 務 職 群 １級 ２級 ３級 ４級 ５級  

医 務 職 群    １～５級 特１～特４級 

 本件分会員13名は、いずれも技能職群に属している。 

② 同一職群内において１級上位の等級に進むことを進級と称しているが、管理、特別

専門、監督及び医務（特等級）の各職群における進級は、役職任命によってのみ行わ

れ（役職任命による進級）、他方、技能、事務技術、特務及び医務（１級～５級）の職

群においては、下記条件を満たす者に対して能力考課を行い、１級上位等級の能力の

有無を判定し、成績考課の結果も併せ勘案して決定される。（一般進級） 

イ 現在付与されている職種・職務系統において、本人の現等級より１級上位の等級

の職務があること。 

ロ 本人の現等級の滞留年数が第２表記載の当該等級の最短滞留年数を満たしている

こと。ただし、すくなくともその滞留年数のうち、１年間は現等級又は現等級以上

の職務についていること。 
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（第２表） 

最

短

滞

留

年

数 

職群    等級 １ ２ ３ ４ ５ 

 技 能 職 群  ３年 ４年 ４(3)年 ３(2)年 ― 

 事務技術職群  ４年 ３年 ３(2)年 ３(2)年 ― 

 特 務 職 群  ４年 ４年 ４(3)年 ４(3)年 ― 

 医 務 職 群  ４年 ３年 ３(2)年 ３(2)年 ― 

（注）１ （ ）内の年数はとくに優秀な者について特例として適用される。 

（注）２ 年数は当該等級進級後の経過年数 

ハ 前年３月１日から当年２月末日に至る勤怠調査期間中の欠勤日数（遅刻・早退に

ついては４回をもって欠勤１日とみなす）が20日以内であること。ただし、特別な

事情がある者については、せん議のうえ、上記の日数を60日以内までとすることが

できる。 

  上記にかかわらず、技能、事務技術、特務、医務の各職群については、本人の現等

級における滞留年数が第３表記載の最長滞留年数を満たした場合は、１級上位の等級

に進級することができる。（保証進級） 

（第３表） 

最

長

滞

留

年

数 

職群    等級 １ ２ ３ ４ ５ 

 技 能 職 群  ４年 10年 12年 13年 ― 

 事務技術職群  10年 12年 13年 ― ― 

 特 務 職 群  10年 12年 13年 ― ― 

 医 務 職 群  10年 12年 13年 ― ― 

（注）年数は当該等級に進級後の経過年数 

  なお、役職任命による進級はその都度行われ、一般進級、保証進級は５月１日付で

行われる。 

③ 一般進級は前記②のイないしハに認定した条件を満たす者について能力考課の結果

行われるが、能力考課は１級上位の等級の職務を処理する能力を有するか否かについ
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て、いわば絶対的評価によって判定される。ただし、その際後に認定の成績考課（一

定期間内の業績や勤務態度を総合した各人の会社に対する貢献度を同一職群等級内の

者と相対比較するもの）の結果をも勘案することになっている。 

④ 作業長及び副作業長への任命（役職任命による進級）は、役職任命基準によって行

われる。まず、副作業長任命の手順は、技能職群５級の者で同級進級後１年以上経過

し、かつ、成績考課の結果が良好である者に対し、毎年能力考課を行ったうえで候補

者を選定し、任命の必要な特定職位に対して㋑本人の業務経験及び能力が適している

こと、㋺本人の人物性格が適していること、㋩将来の昇進配置上望ましいこと等を具

体的に判断して適任者が選定される。 

  つぎに、作業長への任命は、副作業長を対象として行われるが、その選定の方法は

副作業長の場合と同様である。なお、それらの任命は、そのポストに空席がある場合

のみ行われるものである。 

⑤ 会社では特別技能士（以下「特技」という。）と称する制度があり、技能職群５級に

あたる職位のうち、㋑作業長制度の適用されない、いわゆる間接作業部門において、

作業遂行上そのグループをとりまとめる必要からそのとりまとめを行う職位、㋺技能

職群５級のなかでも技能の程度が非常に高い作業に従事し「技能の神様」と俗称され

る者に任命されるほか、㋩作業長や副作業長が55才に達してそのポストを退く場合に

前官礼遇的な趣旨で与えられるケース等がある。 

  特別技能士は１級と２級の段階があり、賃金などの処遇ではそれぞれ監督職群１級

（副作業長）、同２級（作業長）に準じて扱われる。 

  また、特技への任命は、㋑の場合、作業長、副作業長における手順に準じて行われ、

㋺の場合も能力考課の結果及び本人の従事している作業内容や能力が高度の技能を有

すると認められるものについて資格が認定される。 

  本件福工においては、㋑の該当者は３～４名いるが、㋺の該当者は１名もいない。 

  長崎造船所全体でみると、昭和53年４月１日現在特別技能士は１級・２級あわせて538

名おり、監督職群１級・２級の合計数は1,587名である。 
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６ 会社の賃金制度 

(1) 会社の賃金体系は、本給、勤務給、諸手当（有扶手当、職責手当、直接員手当、その

他の手当）及び臨時に支払われる賃金等からなっている。 

(2) 本給は、入社時において新規卒業採用者（職群等級別、学歴別に定められる。）及び中

途採用者（職群別、学歴別、年令・経験年数別に定められる。）別に決定されたものを基

礎に、毎年４月１日付昇給額が上積みされた金額である。 

① 昇給額は、職群等級別に基準額及び最高・最低額が定められており、昭和48年４月30

日以降、それらの金額は下記第４表のとおりである。 

（第４表）              監督職群 

等   級 基 準 額 最   高 最   低 

１級 1,700 円 2,000 円 1,450 円 

２級 2,000   2,500   1,600   

事務技術職群 

等   級 基 準 額 最   高 最   低 

１級 950 円 1,200 円 750 円 

２級 1,450   1,900   950   

３級 1,900   2,400   1,000   

４級 2,200   2,800   1,650   

５級 2,500   3,000   1,850   
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技能職群 

等   級 基 準 額 最   高 最   低 

１級 850 円 1,000 円 750 円 

２級 1,000   1,200   750   

３級 1,200   1,400   950   

４級 1,350   1,600   1,100   

５級 1,500   1,800   1,250   

② 昇給額は、成績考課に基づき、上記の最高・最低額の範囲内で査定される。ただし、

欠格昇給者（昇給調査期間内において欠勤日数が１箇月平均５日 － 遅刻・早退は

４回をもって欠勤１日 － を超える者及び昇給日までにけん責２回以上又は減給若

しくは出勤停止処分を受けた者）は、上記最高・最低に0.5ないし0.8を乗じた範囲内

で査定される。 

③ 成績考課の査定期間は、前々年12月１日から前年11月30日までであり、本件昭和52

年４月１日付昇給についての査定期間は、昭和50年12月１日から同51年11月30日まで

である。 

(3) 勤務給は、上記により決定された本給を基礎として、次の算式により算出される。 

   本給×（支給率＋調整系数）×成績系数 

① 支給率は、毎年労使間交渉で取り決められた系数が勤務給と職能給の系数に振り分

けられるもので、例えば昭和50年の場合、その率は1.5251であり、同51年では1.6912

であった。 

② 調整系数は、本給の段階ごとに0.002から0.050までの間できざまれた支給率が別途

就業規則により定められている。 

③ 成績系数は、後記人事考課における成績考課の結果、職群等級別に昭和49年５月以

降は平均「1.00」、最高「1.12」、最低「0.88」の間で決定される。 

(4) 職能給の算式は、（職群等級別定額＋付加額）×成績系数であり、付加額は、同一職群

等級における経過年数が５年以上の者について付加されるもので、上位等級になる程金
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額も多くなっている。 

７ 人事考課制度の概要 

(1) 人事考課は、昇給、一時金に結びつけられる成績考課、昇進に結びつけられる能力考

課及び配置、教育に結びつけられる適性考課に分類される。 

(2) 成績考課は、従業員が一定期間内にどの程度の貢献をしたかを、各職群等級別に上、

中、下の段階のキーマンを設けて相対的位置づけを行うものであり、能力考課は、先に

認定のとおり、一般進級、役職任命等において１級上位等級の職務遂行能力を有するか

につき各職種ごとの職務を分析・評価した職務記述書に基づき行われる。 

(3) 成績・能力両考課の方法は、各評価要素ごとに査定する分析評定とそれらを総合的に

みて査定する総合評定によってなされる。 

  成績考課の分析評定は、業績及び勤務態度評定に分れ、業績評定における考課要素は、

例えば技能５級の場合、「知識・熟練」、「創意工夫」、「理解・判断」、「処理」及び「指導」

の項目からなり、勤務態度評定の項目は「積極性」、「協調性」及び「勤勉性」である。 

  能力考課の要素は、技能５級の場合、「知識」、「熟練」、「計画工夫力」、「判断力」、「表

現・折衝力」及び「指導・統率力」である。 

(4) 人事考課の査定をなす考課者は、第１次・２次・３次に分れ、技能職群の場合、それ

ぞれ作業長、係長、課長である。 

  なお、本件分会員13名に対する査定を行った第１次・２次の考課者は、いずれも重工

労組に属する作業長、係長であった。 

８ 分会員13名に対する昭和52年度人事考課査定結果の概要 

  会社が昭和52年４月１日付昇給及び同年５月１日付進級の根拠とした成績・能力両考課

の査定結果の概要は第５表のとおりであるが、技能５級者に対する能力考課については成

績考課の結果が普通を上回る場合でないと運用上その対象とされない。 
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Ａ２ 

Ａ13 

Ａ４ 

Ａ７ 
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Ａ９ 

Ａ５ 

Ａ８ 

Ａ11 



- 15 - 

Ａ３ 

Ａ10 

Ａ６ 

Ａ１ 

Ａ12 
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９ 分会員と重工労組員の職群等級及び本給比較 

  被申立人は、分会員と重工労組員の昭和52年５月１日付職群等級及び昭和52年４月１日

付本給を比較するため、乙第61号証（第６表）を提出した。 

 この乙第61号証を整理したものが第７表である。 

（第７表） 

 
分会員氏名 

昭和52.5.1 
 

職群等級 

昭和52.5.1      
 

重工労組員の職群等級 

昭和52.4.1 
 
本 給 

昭和52.4.1 
重工労組員 
の平均本給 

 
本給差額 

Ａ１ 技能４級 
監督２級２人、監督１級１人 
技能５級１人、技能４級１人 53,650円 57,710円 4,060円 

 
Ａ２ 

 
 同 ５級 

監督２級３人、監督１級２人 
特技１級２人、技能５級４人 
技能４級１人 

 
61,750  

 
63,250  

 
1,500  

Ａ13  同 ５級 
監督２級１人、技能５級３人 
技能４級１人 66,150  64,530  ○＋ 1,620  

Ａ３  同 ５級 監督２級２人 監督１級１人 56,950   263  

Ａ４  同 ５級 技能５級４人 技能４級１人 53,700  57,213  3,513  

Ａ５  同 ４級  52,800   4,413  

Ａ６  同 ４級 
監督１級１人、技能５級２人 
技能４級１人 49,700  55,063  5,363  

Ａ７  同 ５級 監督１級３人、技能５級２人 49,100  55,180  6,080  

Ａ８  同 ４級 監督１級１人 49,050   ○＋ 5,200  

Ａ９  同 ４級 技能５級１人 47,000  
43,850  

○＋ 3,150  

Ａ10  同 ４級 技能４級２人 45,750  ○＋ 1,900  

Ａ11  同 ４級  43,200   650  

 
Ａ12 

 
 同 ３級 

技能５級１人 
技能４級４人 
技能３級１人 

 
36,050  

 
38,584  

 
2,534  

（第６表）       等級本給対比表（乙第61号証） 

 

作成年月日 

  昭和54年２月９日 

作成者 Ｂ１ 

注：「氏名」の「年－№」は被申立人の昭和53年１月18日付

第一準備書面別紙２の№に対応する。又、「アルファベ

ット－№」は申立人の昭和53年10月12日付補正申立書別

表(2)の２の№に対応す。 
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氏    名 

昭和 
52.4.1 

昭和 
52.4.1 昭和52.5.1 昭和52.5.1 昭和52.4.1 昭和52.4.1 

年 令 勤 続 職群等級 
申立人の 
要求等級 本  給 

申立人の 
要求本給 

 

Ａ１ 54 20 技能４級 特技１級 53,650  58,550  

年－21＝Ａ－１ 52 20 監督２級  60,250※  

〃－15＝Ａ－２ 53 20 監督２級 58,450※ 

〃－32＝Ａ－３ 49 20 監督１級 56,350※ 

年－６ 54 25 技能５級 59,900  

〃－22 52 20 技能４級 53,600  

 

Ａ２ 53 28 技能５級 特技２級 61,750  68,400  

年－５＝Ｂ－１ 55 27 監督２級  66,700※  

〃－16＝Ｂ－２ 52 29 監督２級 69,200※ 

〃－23＝Ｂ－３ 51 31 監督２級 67,700※ 

〃－４ 55 30 技能５級 62,750  

〃－６ 54 25 技能５級 59,900  

〃－８ 53 29 技能４級 62,150  

〃－９ 53 27 監督１級 64,150  

〃－10 53 27 監督１級 61,500  

〃－11 53 27 技能５級 60,150  

〃－12 53 25 技能５級 59,700  

〃－18 52 28 特技１級 61,650  

〃－19 52 28 特技１級 63,450  
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氏    名 

昭和 
52.4.1 

昭和 
52.4.1 昭和52.5.1 昭和52.5.1 昭和52.4.1 昭和52.4.1 

年 令 勤 続 職群等級 
申立人の 
要求等級 本  給 

申立人の 
要求本給 

 

Ａ13 52 38 技能５級 特技２級 66,150  72,750  

年－17＝Ｃ－４ 52 29 監督２級  69,100※  

〃－７ 53 39 技能５級 67,050  

〃－８ 53 29 技能４級 62,150  

〃－25 51 29 技能５級 61,450  

〃－29 50 36 技能５級 62,900  

 

Ａ３ 52 21 技能５級 特技１級 56,950  61,300  

Ａ４ 50 21 技能５級 特技１級 53,700  58,050  

Ａ５ 49 25 技能４級 特技１級 52,800  57,150  

年－27＝Ｄ－１ 51 26 技能５級※  59,800   

〃－15＝Ｄ－２ 53 20 監督２級 58,450※ 

〃－28＝Ｄ－３ 51 25 技能５級 58,950※ 

〃－32＝Ｄ－４ 49 20 監督１級 56,350※ 

〃－21 52 20 監督２級 60,250  

〃－22 52 20 技能４級 53,600  

〃－31 50 21 技能５級 57,550  

〃－35 47 21 技能５級 52,750  

 

Ａ６ 48 20 技能４級 特技１級 49,700  56,150  

年－32＝Ｅ－１ 49 20 監督１級  56,350※  

〃－35＝Ｅ－２ 47 21 技能５級 52,750  

〃－31＝Ｅ－３ 50 21 技能５級 57,550  

〃－22 52 20 技能４級 53,600  
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氏    名 

昭和 
52.4.1 

昭和 
52.4.1 昭和52.5.1 昭和52.5.1 昭和52.4.1 昭和52.4.1 

年 令 勤 続 職群等級 
申立人の 
要求等級 本  給 

申立人の 
要求本給 

 

Ａ７ 43 28 技能５級 特技１級 49,100  56,000  

年－36＝Ｆ－１ 45 29 監督１級  58,300※  

〃－41＝Ｆ－２ 40 24 監督１級 50,950  

〃－32＝Ｆ－３ 49 20 監督１級 56,350※ 

〃－31 50 21 技能５級 57,550  

〃－35 47 21 技能５級 52,750  

 

Ａ８ 42 20 技能４級 特技１級 49,050  54,850  

Ａ９ 38 23 技能４級 特技１級 47,000  52,800  

Ａ10 38 23 技能４級 特技１級 45,750  51,550  

Ａ11 35 20 技能４級 特技１級 43,200  47,050  

年－49＝Ｇ－２ 34 19 監督１級  46,150※  

〃－47＝Ｇ－３ 34 19 技能５級 45,650※ 

〃－45 35 20 技能４級 42,600  

〃－48 34 19 技能４級 41,000  

 

Ａ12 30 15 技能３級 技能５級 36,050  39,250  

年－63＝Ｈ－１ 31 16 技能５級  40,700   

〃－69＝Ｈ－２ 29 14 技能４級 38,100※ 

〃－70＝Ｈ－３ 29 14 技能４級 37,550  

〃－71＝Ｈ－４ 29 14 技能４級 37,550※ 

〃－64 31 16 技能３級 38,800  

〃－67 30 15 技能４級 38,800  
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第２ 判断及び法律上の根拠 

１ 申立人分会は、Ａ１ほか12名の分会員は他組合である重工労組の組合員に比較して正当

なる組合活動のため被申立人の嫌忌を受け、それがため職群等級において低い等級に格付

けされ、また、給与面においても重工労組の組合員に比較して低額の本給を査定支給され

ているからこれが是正を求むる旨申立てているので、これについて判断すれば、その判断

の基準として用いらるべき資料として、ここに乙第61号証の比較表が存在する。 

  その内容は、職群等級については、昭和52年５月１日付で前記分会員13名のものを類似

の事情にある重工労組員のそれと比較対照したものであり、本給については、同年４月１

日付で本給を同様に比較対照したものである。 

  申立人分会は、この乙第61号証の表記に記載されたもののうち若干名のものを指摘して、

これらのものは特殊の不成績の事情があって昇進が遅れているものであるから、これをそ

のまま比較対照者として計入することは適当でないから、これを除外しなければならない

旨主張する。しかし、申立人分会は、その主張する不成績の存否、内容を何ら疎明せず、

その氏名さえ明らかでないので、当委員会の職権をもってこれを究明する方法がない。 

 従って、その申立人分会の主張を採用することができない。また、申立人分会は、乙第61

号証のなかには、事務技術職（以下「事技職」という。）のものが掲記されていないので、

これを掲記すべきであると主張するけれども、事技職は一般技能職とは必ずしもその職務

の内容、人事考課の資料などが同一であるとは認め難いのでこの点に関する申立人分会の

主張もこれを採用することができない。 

  また、申立人分会は、職群等級並びに本給の査定の是正は昭和45年２月に遡って救済是

正すべきものと主張しているが、昭和45年２月の時点で職群等級及び本給の査定が本件分

会員13名につき如何ように不利益に差別して査定されたかを十分に疎明することがなく、

当委員会の職権をもってしてもこれを明らかにする資料はない。従って、その点に関する

申立人分会の主張もこれを容るる余地がない。 

  もっとも、昭和45年１月、本件労使間の和解協定がなされているので、申立人分会の上

記主張は、この協定に基づく被申立人の履行義務を問題にしているところもあるようであ
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るが、不当労働行為の成否とその結果の救済を離れて和解協定という契約上の義務履行を

命ずるようなことは、当委員会の不当労働行為審査の任務を超えるものであるから、本件

命令においてその主張を採用することはできない。 

２ 叙上の理由によって、Ａ１ほか12名の申立人分会員の職群等級の格付け、本給の査定が

重工労組員のそれに比較して不当に不利益に差別されているかどうかは、もっぱら乙第61

号証の表記する内容によらざるをえないものである。 

(1) Ａ１関係 

  これについては、乙第61号証のＡ１関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員５人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督２級２人、監督１級１人、技能

５級１人、技能４級１人であるから、その平均的地位は特技１級と同格であるところの

監督１級であると認められる。 

  昭和52年４月１日における本給の平均値は、月額57,710円となるので職群等級、技能

４級、本給月額53,650円であるところのＡ１は、重工労組員に比較し、その職群等級に

おいて２級低く格付けされ、その本給においても月額4,060円低く査定支給されているこ

とになる。 

(2) Ａ２関係 

  これについては、乙第61号証のＡ２関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員12人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督２級３人、監督１級２人及びこ

れと同等の職群等級とみるべき特技１級２人、技能５級４人、技能４級１人であるから、

その平均的地位は監督１級若しくは特技１級と認められる。 

  昭和52年４月１日における本給の平均値は、月額63,250円であるから技能５級、本給

月額61,750円であるＡ２は、重工労組員に比較し、職群等級において１級低く格付けさ

れ、その本給月額においては1,500円低く査定支給されているものとなる。 

(3) Ａ13関係 

  これについては、乙第61号証のＡ13関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員５人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督２級１人、技能５級３人、技能
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４級１人であるから、その平均的地位は技能５級と認められ、昭和52年４月１日におけ

る本給の平均値は、月額64,530円であるから、技能５級、本給月額66,150円のＡ13は、

その職群等級においても本給月額においても他の重工労組員に比較し特別に低く格付け、

査定されているものとは認め難い。 

(4) Ａ３、Ａ４、Ａ５関係 

  これについては、乙第61号証の同人ら関係分の表記によれば、類似の事情にある重工

労組員８人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督２級２人、監督１級１人、技

能５級４人、技能４級１人であり、その平均的地位は技能５級であると認められ、昭和52

年４月１日における本給の平均値は、月額57,213円であるので、技能５級、本給月額56,950

円のＡ３と技能５級、本給月額53,700円のＡ４は、その職群等級においては特別に重工

労組員に比較し低い職群等級に格付けされているものとは認められないけれども、その

本給においては、Ａ３は月額263円、Ａ４は月額3,513円低く査定支給されているものと

認められ、また、技能４級、本給月額52,800円のＡ５は、重工労組員に比較し、その職

群等級において１級低く格付けされ、本給月額において4,413円低く査定支給されている

ことになる。 

(5) Ａ６関係 

  これについては、乙第61号証のＡ６関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員４人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督１級１人、技能５級２人、技能

４級１人であるので、その平均的地位は、技能５級であると認められ、昭和52年４月１

日における本給月額の平均値は55,063円であるので、技能４級、本給月額49,700円のＡ６

は、重工労組員に比較し、その職群等級において１級低く格付けされ、本給において月

額5,363円低く査定支給されていると認められる。 

(6) Ａ７関係 

  これについては、乙第61号証のＡ７関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員５人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督１級３人、技能５級２人であり、

その平均的地位は特技１級と同格である監督１級であると認められ、昭和52年４月１日
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における本給の平均値は月額55,180円であるので、技能５級、本給月額49,100円のＡ７

は、重工労組員に比較し、その職群等級において１級低く格付けされ、本給において月

額6,080円低く査定支給されているものと認められる。 

(7) Ａ８、Ａ９、Ａ10、Ａ11関係 

  これについては、乙第61号証の同人ら関係分の表記によれば、類似の事情にある重工

労組員４人の昭和52年５月１日における職群等級は、監督１級１人、技能５級１人、技

能４級２人であるので、その平均的地位は技能５級であると認められ、昭和52年４月１

日における本給の平均値は43,850円であるので、技能４級であるＡ８、Ａ９、Ａ10、Ａ11

は、その職群等級において重工労組員に比較し、１級低く格付けされ、本給において月

額49,050円のＡ８、同じく47,000円のＡ９、同じく45,750円のＡ10は、その本給月額に

おいては重工労組員に比較し特に低く査定されているものとは認め難い。しかし、本給

月額43,200円のＡ11は、その本給月額において650円低く査定支給されているものと認め

られる。 

(8) Ａ12関係 

  これについては、乙第61号証のＡ12関係分の表記によれば、類似の事情にある重工労

組員６人の昭和52年５月１日における職群等級は、技能５級１人、技能４級４人、技能

３級１人であるので、その平均的地位は技能４級であると認められる。昭和52年４月１

日における本給の平均値は、月額38,584円であるので、技能３級、本給月額36,050円の

Ａ12は、重工労組員に比較し、その職群等級において１級低く格付けされ、本給月額に

おいて2,534円低く査定支給されているものと認められる。 

３ 被申立人会社は、分会員13名が乙第61号証に掲げられた重工労組員よりも低い職群等級

に格付けされ、その本給においても低い給与を支給されているものがあっても、それは同

人ら分会員が職務上の成績において、そこに比較対照された重工労組員よりも劣悪であり、

殊に製品の誤作その他不首尾が多かったので、その結果、成績考課、能力考課の人事考課

が低く査定されたものであり、その査定に基づき現状のような職群等級の格付け、本給の

支給が決定されたものである。従って不当労働行為ではないと主張し、その製品の誤作例
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などを具体的に、詳細に疎明した。しかしながら、被申立人の疎明は、単に分会員13名の

製品誤作その他の不成績内容を指摘論究するのみであって、その比較対照の相手方である

重工労組員についてはそのような誤作その他の不成績原因が果してなかったかどうか、そ

れらについては企業の人事機密と称して一切これを明らかにしないのみならず、その氏名

さえもこれを詳らかにしない。従って、たとえ若干の製品誤作その他の不成績が分会員13

名に存在したとしてもこれだけで同人らを重工労組員と比較して劣悪なる職群等級に格付

けし、また本給についてもこれを低額に査定しなければならないものとは認め難い。問題

は、分会員13名に関する単独、絶対のものではなく、類似する職能のもの間の比較上の問

題であるから、このような一方的疎明をもってしては差別を正当視することはできない。

ところが他方、被申立人会社における分会員らの立場は、昭和52年４・５月頃以前より会

社に対し種々の組合活動を頻繁に行い、従って、被申立人会社は重工労組員に比較してこ

の分会員らを嫌忌していた事情が観取されるので、前記の如き分会員らに対する職群等級

の格付け、本給の査定及びこれらの基礎となった人事考課の査定における不利益取扱いは、

他にこれを正当とする事情が発見できない本件においては、これを分会員の正当なる組合

活動を嫌忌したに基づく不当労働行為であると認定せざるを得ない。 

４ 叙上のとおりであるから主文掲示の如く、職群等級については昭和52年５月１日付、本

給月額については同年４月１日をもって是正することを命ずることとし、その余の申立て

は、これを棄却する。 

  よって、当委員会は労働組合法第27条及び労働委員会規則第43条を適用して主文のとお

り命令する。 

 

 昭和54年12月21日 

     福岡県地方労働委員会 

         会長 副 島 次 郎 


